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処分の概要 建築物の移転又は除去費用の徴収

法 令 名

根 拠 条 項
土地区画整理法 第78条第2項

法 令 番 号 昭和29年法律第119号

【基準】

法第78条第2項の規定による。

(移転等に伴う損失補償)

第78条

2 前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会

を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市

計画法第81条第1項若しくは第2項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定によ

り移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかか

わらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償する

ことを要しないものとし、前条第1項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却し

た場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収す

ることができるものとする。
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